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１．改正の概略 

 5/16発行の TMBニュースでは『非上場株式の評価 会社規模判定の改正（類似業種比準価額）』をお伝えしました

が、今回は平成 29 年度財産評価基本通達改正で『会社規模判定の改正』と同時に見直しが図られた『類似業種比準

方式の算式』の見直し（平成 29年 1月 1日以後の相続・贈与に適用）についてご説明致します。 

 算式は以下の通りに改正され、『年利益金額』の占める割合が下がり、『純資産価額』の占める割合が上がりまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．改正の影響 

①年利益金額についての影響 

改正では、算式のうちに占める利益の割合が「3/5」から「1/3」に減少しました。これにより、成長過程にある利

益の大きな会社などは、改正前に比べ株価が下がり有利となる可能性があります。一方で、従来の退職金支給など特

別損失による株価引き下げ方法は、その効果が薄くなることが考えられます。 

②純資産価額についての影響 

純資産価額については、改正により算式の占める割合が「1/5」から「1/3」に増大しました。よって利益を積み重

ねてきた歴史ある内部留保の大きな会社などは、改正前に比べ株価が上昇することとなります。 

③類似業種の金額（算式のうち「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」、「Ｄ」の金額）の改正の影響 

 いわゆるアベノミクスの影響もあり、最近の上場会社の業績はアップし、株価は上昇傾向にあります。「Ａ」につ

いての『課税時期の属する月以前 2年間平均を加える』改正により、急激な上場株の株価上昇による影響が小さくな

ったと考えられます。また連結決算を反映させることとなった「Ｂ」「Ｃ」「Ｄ」の改正により、全 113業種のうち配

当が約 69、利益が約 93、純資産が約 77の業種で数値が増加（前年比較）しているため、上記算式の分母が大きくな

り、比準割合が抑えられる結果となります。ただし、小売業など一部の業種では「Ｂ」「Ｃ」「Ｄ」の数値が減少して

いるため、注意が必要です。 

３．まとめ 

 この改正により、自社株の評価額が大きく変わった会社のオーナー様も多いのではないでしょうか。改正前後で株

価が 2倍近くに上昇した会社もあります。改正後は退職金支給や含み損のある資産の売却などによる対策方法の効果

は小さくなるため、組織再編や事業譲渡など、より踏み込んだ対策を検討すべきでしょう。多くの業種は今後しばら

く上場株式の株価も微増する傾向にあるため、早期の対策をお勧め致します。まずは株価を算定して現状を把握する

ことが先決です。是非弊社にお声掛け下さい。 
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（注１）直近３ヶ月の株価 ＋ 前年平均株価のうち最も低い金額 ⇒         課税時期の属する月以前２年間平均を加える 

（注２）        上場会社の連結決算の数値を基に算定 
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